
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
土
地
改
良
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
は
未
曾
有
の
大
被
害
を
受
け
て
い
る
。
一
日
も
早
い
復
興
の
た
め
に

全
力
を
尽
く
す
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
係
る
放
射
性
物
質
の
被
害

除
去
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
と
国
が
責
任
を
も
っ
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一

被
災
地
域
の
復
旧
・
復
興
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
農
林
漁
業
に
お
け
る
食
料
基
地
と
し
て
の
重
要
性
に
鑑
み
、
復
旧
・

復
興
へ
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
工
程
表
を
示
し
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
。
特
に
、
本
法
に
基
づ
く
措
置
と

他
の
復
興
再
生
措
置
と
の
一
体
的
推
進
を
図
り
、
万
全
な
農
林
漁
業
経
営
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

二

除
塩
事
業
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
除
塩
に
関
す
る
技
術
の
開
発
・
普
及
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
今

般
の
津
波
に
よ
る
海
水
の
浸
入
の
た
め
に
農
用
地
が
受
け
た
塩
害
を
除
去
す
る
た
め
に
行
う
除
塩
事
業
を
土
地
改
良
事
業
と

み
な
す
こ
と
と
し
て
い
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
恒
久
措
置
と
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
そ
の
実
施
に
当
た

っ
て
は
、
農
業
者
の
意
欲
に
鑑
み
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
た
柔
軟
な
事
業
開
始
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
農
地
・
農
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
数
年
に
わ
た
る
展
開
が
必
要



な
場
合
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が
連
携
し
て
、
必
要
な
予
算
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
農

業
者
の
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
油
、
汚
泥
等
の
除
去
、
車
等
の
が
れ
き
の
排
除
が
早
急
に
進
む
よ
う
、

関
係
省
庁
の
枠
を
超
え
た
一
体
的
な
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
被
災
者
の
雇
用
を
優
先
す
る

こ
と
。

四

土
地
改
良
事
業
の
同
意
徴
集
手
続
の
特
例
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
意
向
を
十
分
に
踏
ま
え
て
行
う
こ
と
。

五

除
塩
を
始
め
と
す
る
農
地
・
農
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
に
係
る
工
事
期
間
中
、
休
業
状
態
と
な
る
農
業
者
の
生
活
・
経
営

の
再
建
に
向
け
た
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
。

六

被
災
に
よ
り
償
還
が
困
難
と
な
っ
た
土
地
改
良
事
業
負
担
金
に
つ
い
て
、
支
払
猶
予
、
無
利
子
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

土
地
改
良
事
業
を
円
滑
に
実
施
し
、
土
地
改
良
施
設
の
適
切
な
維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
組
合
員
が
被
災
し
た
た
め
経
常

賦
課
金
の
徴
収
が
困
難
と
な
っ
た
土
地
改
良
区
や
賦
課
台
帳
を
逸
失
す
る
等
事
務
所
機
能
に
損
傷
を
受
け
て
い
る
土
地
改
良

区
等
に
対
し
て
支
援
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


